
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、平成31年４月１日現在の人数です。

      ３　給与費には再任用職員（短時間勤務）の給与費を含み、職員数には当該職員を含みません。

（３）ラスパイレス指数の状況

　　（注）　１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構

             成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として

             計算した指数です。

２　()書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数

とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当

の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域

手当支給率）により算出。）

        ※　平成31年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している

          　　 場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善見込み。

福島県の給与・定員管理等について

区　分
住民基本台帳人口 歳 出 額　 実質収支 人 件 費 人件費率 （参考）

（平成31年1月1日現在） Ａ　 Ｂ　 Ｂ／Ａ　 平成29年度の人件費率

平成30
年度

人 千円 千円 千円 ％ ％ 

1,901,053 1,267,437,176 7,185,220 258,232,585 20.4 17.3

区　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり給与費 （参考）都道府県平均

Ａ　 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ B／A　 一人当たり給与費

平成30
年度

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

25,674 120,072,969 21,995,989 47,303,788 189,372,746 7,376 7,182

平成31年４月１日のラスパイレス指数が、③100を超えている主な要因は、次のとおりです。
・本県の給与水準は、人事委員会が民間企業の給与の実態を調査し、地域の民間給与水準との均衡を図るために実施された
勧告を尊重して決定しております。地域の民間給与水準を給料月額に適切に反映させた結果、国の給与水準を上回ることとなっ
たものです。
なお、給与水準については、今後も人事委員会勧告を尊重しながら、適切な給与水準となるよう努めます。
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（４）給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

（注）　「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。

②特別給（期末・勤勉手当）

　　　　　　　

（注）　「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤

　　　勉手当の年間支給月数です。

（５）給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

［　実施　・　未実施　］

②地域手当の見直し

③その他の見直し内容

区　分

人事委員会の勧告

給与改定率

（参考）

民間給与 公務員給与 較差 勧告
国の改定率

A　 B　 A-B　 （改定率）

平成31
年度

円 円 円 ％ ％ ％ 

367,396 367,124 272 0.07 0.07 0.09

年間支給月数

（参考）

民間の支給割合 公務員の支給月数 較差 勧告
国の年間支給月数

A　 B　 A-B　 （改定月数）

平成31
年度

月 月 月 月 

区　分

人事委員会の勧告

月 月 

4.46 4.40 0.06 0.05 4.45 4.50

【概要】
　　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとさ
れている。

（給料表の改定実施時期）
平成27年４月１日

（内容）
　行政職給料表については、人事院勧告に準じた世代間の給与配分の見直しを行うため、若年層で最大約1.5％引き上げる一方、高
齢層を中心に最大3.3％引き下げることにより、平均１％引き下げました。
　なお、激変緩和措置として、平成27年４月１日から令和２年３月31日までの５年間にわたり経過措置を実施しました。
　また、他の給料表についても、行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施しております（医療職給料表（一）を除く）。

（支給割合）
県内全市町村が支給対象外地域です。なお、県外事務所については、国基準の支給割合により支給しております。

（実施時期）
平成27年４月１日。国同様、段階的に支給割合を引き上げております。

単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施しております。（平成27年４月１日実施）

2



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成31年４月１日現在）

　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　②技能労務職

福島県 歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

都道府県平均 歳 人 円 円 円 歳 円

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しております。（平成28年～30年の３ヶ年平均）。

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

円 円

円 円

円 円

※

　　　③高等（特殊・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　④小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

福島県 42.8 328,700 408,299 359,687

国 43.4 329,433  ―  411,123

都道府県平均 42.9 325,365 412,987 368,214

区　　分

公　　務　　員 民　　　　　　間

（A) （B)

参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額

（国比較ベース）

対応する民間の
類似職種

平均年齢
平均給与月額

A/B

56.1 203 330,600 369,217 345,431 － － － －

うち運転手 56.2 79 324,300 368,368 337,484
自家用乗用自動
車運転者

59.0 184,700 1.99

うち用務員 57.1 42 338,300 357,531 348,595 用務員 55.6 211,600 1.69

うち守衛 60.2 1 345,800 356,300 352,300 守衛 63.1 201,000 1.77

国 50.9 2,431 287,312 - 329,380 － － － -

53.3 197 322,644 378,703 355,577 － － － -

区　　分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間
C/D

（C) （D)

福島県 － － －

うち運転手 5,978,916 2,318,600 2.58

うち用務員 5,942,972 2,883,400 2.06

うち守衛 5,965,800 2,730,000 2.19

　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期
末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

福島県 45.3 398,200 446,303

都道府県平均 44.8 374,301 438,678

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

福島県 47.7 396,400 439,693

都道府県平均 42.7 358,882 416,270
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　　　⑤警察職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成31年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

       ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたも

　　　　の）で算出しております。

（２）職員の初任給の状況（平成31年４月１日現在）

円 円

円 円

円 －

円 －

円 －

円 －

円 －

円 －

円 円

円 円

　

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円

円

円 円 円 円

円

円 円 円 円

円

円 円 円 円

円 円 円 円

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

福島県 37.7 323,700 444,148 348,614

国 41.4 318,875  ―  376,765

都道府県平均 38.4 321,712 461,961 370,144

区　　　分 福島県 国

一般行政職
大　学　卒 191,600 180,700

高　校　卒 156,400 148,600

技能労務職
高　校　卒 154,300

中　学　卒 145,900

高等学校教育職
大　学　卒 213,700

高　校　卒 167,300

小・中学校教育職
大　学　卒 213,700

高　校　卒 167,300

警察職
大　学　卒 218,800 209,700

高　校　卒 178,000 171,200

区　　　         分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職
大　学　卒 267,800 364,900 392,700 412,500

高　校　卒 220,600 312,400 360,400 366,800

技能労務職
高　校　卒 在籍者なし 268,600 311,200 336,400

中　学　卒 在籍者なし 在籍者なし 在籍者なし 309,000

高等学校
教育職

大　学　卒 310,800 407,000 433,300 444,900

高　校　卒 在籍者なし 在籍者なし 371,300 在籍者なし

小・中学校
教育職

大　学　卒 315,900 400,300 422,600 432,600

高　校　卒 在籍者なし 在籍者なし 在籍者なし 435,400

警察職
大　学　卒 294,600 392,800 410,400 417,100

高　校　卒 264,400 345,200 390,100 412,400

4



３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成31年４月１日現在）

（注）１　福島県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

       ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

円 

861 13.7 147,300 253,300

円 

805 12.8 198,700 311,100

１　　級 主事、技師
人 ％ 円 

円 

918 14.6 235,100 358,200

２　　級 主事、技師
人 ％ 円 

円 

2,016 32.0 268,700 393,300

３　　級 主査、副主査
人 ％ 円 

円 

723 11.5 295,300 404,900

４　　級 主任主査、主査
人 ％ 円 

円 

743 11.8 326,400 424,100

５　　級 副課長、主任主査
人 ％ 円 

円 

146 2.3 371,500 455,900

６　　級 本庁課長、主幹
人 ％ 円 

円 

54 0.8 418,300 480,800

７　　級 本庁部次長、本庁課長
人 ％ 円 

円 

32 0.5 470,000 540,900

８　　級 本庁部次長
人 ％ 円 

円 

2 0.0 535,000 573,900

９　　級 本庁部長
人 ％ 円 

10　 級 本庁部長
人 ％ 円 

１級, 13.7% １級, 13.9% １級, 14.1%

２級, 12.8% ２級, 12.6%
２級, 6.8%

３級, 14.6% ３級, 13.4%

３級, 14.5%

４級, 32.0% ４級, 33.9%
４級, 37.2%

５級, 11.5% ５級, 10.7% ５級, 11.3%

６級, 11.8% ６級, 11.9% ６級, 12.2%

７級, 2.3% ７級, 2.2% ７級, 2.4%

８級, 0.8% ８級, 0.9% ８級, 0.9%
９級, 0.5% ９級, 0.5% ９級, 0.5%

１０級, 0.0% １０級, 0.0% １０級, 0.0%

0%
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30%

40%

50%

60%

70%
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90%

100%

平成31年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（－））（平成31年４月１日現在）

（３）昇給への人事評価の活用状況（福島県）

イ.　人事評価を活用している

活用している昇給区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

ロ.　人事評価を活用していない

活用予定時期

平成31年４月２日から令和２年４月１日までにおける運用 管理職員 一般職員

○ ○

昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分

○ ○ ○ ○
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県２級

国２級

県１級
国１級

昇 給
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４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

千円

（平成30年度支給割合） （平成30年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（1.4） 月分 （0.9） 月分 （1.45） 月分 （0.9） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　 ・役職加算　５～20％  　・役職加算　５～20％

 　・管理職加算　15～25％  　・管理職加算　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（福島県）

イ.　人事評価を活用している

活用している成績率

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

ロ.　人事評価を活用していない

活用予定時期

（２）退職手当（平成31年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

　勤続20年 月分 月分 　勤続20年 月分 月分

　勤続25年 月分 月分 　勤続25年 月分 月分

　勤続35年 月分 月分 　勤続35年 月分 月分

　最高限度額 月分 月分 　最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（２%～20%加算） 　定年前早期退職特例措置（２%～45%加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した職員に支給された平均額です。

　　　２　国では平成25年10月31日をもって従来の勧奨退職を廃止し、同年11月１日から応募認定退職を導入しております。

（３）地域手当（平成31年４月１日現在）

千円

円

％ 39 人 ％

％ 6 人 ％

％ 3 人 ％

福　　　　　　　　　島　　　　　　　　　　　県 国

1.85 2.60 1.85

令和元年度中における運用 管理職員 一般職員

○ ○

１人当たり平均支給額（平成30年度） －

1,791

2.55

支給可能な成績率 支給実績がある成績率 支給可能な成績率 支給実績がある成績率

○ ○ ○ ○

福　　　　　　　　　　　島　　　　　　　　　　　県 国

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

3,721 22,469

支給実績（平成30年度決算） 81,664

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 533,751

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

東京都特別区 20 20

大阪府大阪市 16 16

愛知県名古屋市 15 15
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％ 1 人 ％

％ 4 人 ％

％ 1 人 ％

％ 4 人 ％

％ 1 人 ％

％ 1 人 ％

％ 3 人 ％

％ 27 人 ％

％ 人 ％

％ － ％

（注）　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、企業会計等を除く普通会計から給与を支給されている一般職の職員に

　　対し国の率で支給したと仮定した場合の加重平均の支給率です。

また、上記のほか、他の都道府県の警察官であった者が平成23年12月28日（適用日）以後に、福島県の警察官となった

    場合の特例措置の対象となる職員に対しては、適用日の前日に在籍していた支給対象地域に係る支給率等により支給

    しています。

（４）特殊勤務手当（平成31年４月１日現在）

千円

円

％

10

宮城県仙台市 6 6

茨城県水戸市 10

埼玉県加須市 6 6

北海道札幌市 3 3

群馬県前橋市 3 3

新潟県新潟市 3 3

静岡県三島市 3 3

医師 16 16

上記以外の全市町村 0 25,584 0

支給実績（平成30年度決算） 1,841,206

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 176,242

平均支給率 0.06 0.06

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 40.2

手当の種類（手当数） 29

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

危険現場作業手当 建設事務所等に勤務する職員
高所、トンネル内、道路上等
の危険な現場において行う作
業に従事した場合

日額240円～610円

水中作業手当
潜水作業、冬期間における魚
類の採卵作業等に従事した
場合

日額270円
(潜水作業は310円～1,500円／時
間又は回)

水産海洋研究センター等に勤
務する職員

爆発物取扱等作業手当
警察職員又は地方振興局等に
勤務する職員

爆発物の処理作業、火薬類、
高圧ガス等製造施設において
行う災害調査等の作業等に従
事した場合

日額250円～4,600円
（爆発物処理作業は１回につき
5,200円）

航空業務手当 右記業務に従事した職員
航空機に搭乗して行う災害発
生状況等の調査、捜索救難
等の作業に従事した場合

１時間当たり1,900円～5,100円
※危険を伴う場合など業務内容に
応じた加算あり

家畜等取扱手当
畜産研究所、家畜保健衛生
所、保健福祉事務所等に勤務
する職員

種雄牛馬豚の精液の採取、家
畜保健衛生に関する病性鑑
定、とさつ検査等の作業に従
事した場合

日額240円～1,740円
月額4,000円（専ら従事）

死体処理手当
警察本部又は警察署に勤務す
る職員等

死体の検視、解剖立会い等の
作業に従事した場合

１体1,600円（死体収容、搬送等）
※心身に著しい負担を与えると認
められる場合加算あり（上限3,200
円）
１体3,200円（検視、解剖補助等）

感染症防疫等作業手当
保健福祉事務所、家畜保健衛
生所等に勤務する職員

感染症汚染区域における診
療、家畜伝染病汚染区域等
における防疫作業等の作業に
従事した場合

日額290円
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有害物等取扱手当
試験研究機関等に勤務する職
員

有害物又は薬物を使用して行
う試験、研究等のうち、著しく
健康を害するおそれがある作
業に従事した場合

日額290円

放射線取扱手当
診療放射線技師又はハイテク
プラザに勤務する職員等

エックス線照射装置等による
放射線を照射する作業等に
従事した場合

日額240円
（給料の調整額の支給を受けない
職員の場合1,340円）

災害応急作業等手当 右記業務に従事した職員

重大な自然災害、事故災害の
発生現場等における災害警
備、遭難救助等の作業等に従
事した場合

日額480円～840円
※危険を伴う場合など作業内容に
応じた加算あり（上限1,680円）
（福島第一原発敷地内、帰還困難
区域内等での作業の場合、日額
660円～40,000円）

用地交渉等手当 建設事務所等に勤務する職員
現地において公共用地取得
交渉、損失補償交渉の業務に
従事した場合

日額650円
（正規の勤務時間外に行われた場
合975円）

教員特殊業務手当
県立学校又は市町村立学校の
教諭等

学校の管理下において行う非
常災害時等の緊急業務、宿
泊を伴う引率指導業務等に従
事した場合

日額1,800円～8,000円
※甚大な非常災害の際、心身に著
しい負担を与えると認められる業務
に従事した場合加算あり（上限
16,000円）

教育業務連絡指導手当
県立学校又は市町村立学校の
教諭又は養護教諭

教務、生徒指導等の業務に当
たる主任等で困難な業務に従
事した場合

日額200円

県税賦課徴収手当
地方振興局（県税部）等に勤
務する職員

県税の賦課又は徴収のため
納税者、滞納者等に直接接
し、又はこれらに関係する機
関を訪問して行う業務に従事
した場合

日額1,050円（上限20,000円）
月額20,000円（専ら従事）

技術者養成指導手当
テクノアカデミー等に勤務する
職員

教育職給料表の適用を受け
ない職員が、職業教育等の専
門的知識を必要とする授業を
担当し、又は消防訓練指導等
に従事した場合

日額460円（消防訓練指導）
給料月額×10/100等（授業担当）

乗船業務手当 右記業務に従事した職員
漁業指導船等に乗り組み、漁
業に関する指導、航海実習指
導等の業務に従事した場合

日額490円
（機関室作業の場合780円）

保健福祉等特殊業務手当
保健福祉事務所等に勤務する
職員

生活保護法、児童福祉法等
の保健福祉関係法の規定に
より、要保護者等に接して行う
生活指導、相談、調査等の業
務に従事した場合

日額340円～610円
月額12,800円（生活保護法の規定
により行う生活指導等に専ら従事し
た場合）

夜間等特殊業務手当
警察署、児童相談所等に勤務
する職員

深夜に行われる犯罪捜査、交
通取締り、要保護児童の介助
等の業務に従事した場合

勤務１回230円～7,400円
（月79,500円上限）

環境衛生検査等作業手当 右記業務に従事した職員

公害防止に関する法令の規
定に基づき現地で行う健康被
害のおそれがある検査の作業
等に従事した場合

日額350円

犯則取締等手当
地方振興局（県税部）、水産事
務所等に勤務する職員

地方税法の規定に基づく犯則
事件の調査、漁業法等の規定
に基づく検査、検挙等の業務
に従事した場合

日額500円～550円
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（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

犯罪捜査等手当
警察本部又は警察署に勤務す
る職員

防弾装備を着装かつ武器を
携帯して行う銃器犯罪捜査、
その他の犯罪捜査、被疑者の
逮捕の業務等に従事した場
合

日額310円～1,640円

交通取締等手当
警察本部又は警察署に勤務す
る職員

道路上において行う道路交通
法等違反者の取締り等の業務
に従事した場合

日額250円～840円
（夜間の場合375円～1,260円）

鑑識作業手当
警察本部又は警察署に勤務す
る職員

犯罪鑑識の作業並びに理化
学、法医学又は銃器弾薬類
の知識を利用して行う鑑定の
作業に従事した場合

日額310円
（現場での作業の場合560円）

護衛等手当
警察本部又は警察署に勤務す
る職員

天皇、皇族等の身辺警護又
は核燃料物質等の輸送警備
の業務に従事した場合

日額640円～1,150円

警ら手当
警察本部又は警察署に勤務す
る職員

警ら、治安警備又は雑踏警備
に係る警備実施の業務に従
事した場合

日額340円～560円

病院等特殊業務手当
総合療育センター等に勤務す
る医師等

専ら診療に従事した場合等
日額410円
月額20,000円～50,000円
（専ら従事）

野犬捕獲作業手当
保健福祉事務所等に勤務する
職員

野犬、こう傷犬等の捕獲又は
抑留の作業等に従事した場
合

日額350円～1,100円
月額7,500円（専ら従事）

兼任授業担当手当 高等学校に勤務する教諭等
本務としての業務以外に行う
高等学校の夜間の課程の授
業等に従事した場合

１時間1,200円

多学年学級担当手当

小学校、中学校又は義務教育
学校の２以上の学年の児童又
は生徒で編制されている学級
を担当する教育職員

２又は３の学年の児童又は生
徒で編制されている学級にお
ける授業又は指導

日額290円（２学年）
日額350円（３学年）

支給実績（平成30年度決算） 5,110,052

職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 498,590

支給実績（平成29年度決算） 5,198,809

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 507,795
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（６）その他の手当（平成3１年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（平成30年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額

（平成30年度決算）
手　当　名 内容及び支給単価

千円 316,435

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
（支給額）
行政職給料表７級以下相当
　配偶者6,500円、子10,000円
等
行政職給料表８級以上相当
　配偶者3,500円、子10,000円
等

同じ － 2,871,471 千円

一部
異なる

人材確保
等のため医
師に対して
当分の間
50,000円を
加算した額
を支給

102,884 千円

249,194

住居手当

借家等に居住している職
員（月額9,500円を超える
家賃を支払っている者に限
る。）
（支給額）
借家等：上限27,000円

一部
異なる

支払家賃
9,500円以
上を対象

2,150,815

1,428,944

通勤手当

通勤のため、交通機関等を
利用してその運賃等を負
担し、又は自動車等交通
用具を使用することを常例
とする職員等に支給
（支給額）
交通機関利用：６箇月定期
券等の価額による一定額
交通用具使用：通勤距離
に応じた額(上限59,900円)

一部
異なる

運賃等相
当額が
63,000円超
の場合、超
える額の
1/2を加算

2,919,161 千円 140,519

初任給調整手当

医療職給料表（一）の適用
を受ける職員等で採用困
難と認められる職等に一定
期間支給
（支給額）
勤務地及び支給年次に応
じた額等

千円 710,485

単身赴任手当

異動等に伴い転居し、やむ
を得ない事情により配偶者
と別居し、単身で生活する
職員に支給
（支給額）
基本額30,000円、距離に
応じた加算額8,000円～
70,000円

一部
異なる

加算額の交
通距離区
分につい
て、300ｋｍ
までを交通
距離50ｋｍ
ごとに区分

463,612 千円

同じ － 371,710 千円

432,877

管理職手当
（給料の特別調整額）

管理又は監督の地位にあ
る職員の職のうち規則で指
定する職にある職員に支給
（支給額）
職務の級及び職の区分に
応じた額（定額）

一部
異なる

一般行政
職の場合、
4級5種
45,400円～
10級1種
139,300円
を支給

1,970,886

507,107特地勤務手当等

山間地その他生活の著しく
不便な地に所在する公署
に勤務している職員に支給
（支給額）
給料及び扶養手当の月額
の合計額に支給地域ごと
に定める割合を乗じた額
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円

円

円

円

円

円

円

円

円

定時制通信教育手当

県立高等学校において定
時制の課程又は通信教育
に従事する教育職員に支
給
（支給額）
月額8,000円～24,000円

34,636 千円 247,400

千円 77,215

産業教育手当

県立高等学校において産
業教育に従事する教育職
員に支給
（支給額）
月額11,000円～23,000円

155,915 千円

62,087 千円

295,853

義務教育等教員特別
手当

義務教育諸学校、高等学
校又は市町村立学校に勤
務する教育職員に支給
（支給額）
8,000円以内で職務の級及
び号給に応じた額

1,120,018

344,927

宿日直手当

宿直又は日直勤務に従事
した場合に支給
（支給額）
勤務１回につき一般職員の
場合5,300円、医師が入院
患者の病状等の急変等に
対処する場合21,000円等

一部
異なる

一般職員の
手当額
5,300円

69,361 千円 134,160

農林漁業普及指導手
当

農業、林業又は水産業に
関する普及指導員の職務
に従事する職員に支給
（支給額）
給料月額の8/100の額

千円 141,696

管理職員特別勤務手
当

管理職員が臨時又は緊急
の必要等により週休日等又
は平日深夜（午前0時～5
時）に勤務した場合に支給
（支給額）
勤務１回につき定額（管理
職手当の支給区分に応じ
て定める額）

一部
異なる

週休日等：
4,000円～
12,000円（6
時間超える

場合は
150/100を
乗じた額）
平日深夜：
2,000円～
6,000円

59,831 千円

同じ － 973,740 千円

439,933

夜勤手当

正規の勤務時間として深夜
に勤務した職員に支給
（支給額）
勤務した全時間に対し、勤
務１時間当たりの給与額の
25/100の額

同じ － 360,050

356,812

寒冷地手当

基準日（毎年11月から翌年
３月までの各月の初日）に
おいて、支給対象地域に
在勤する職員に支給
（支給額）
基準日における地域の区
分及び職員の世帯等の区
分に応じた定額

同じ － 413,223 千円 65,053

休日給

祝祭日及び年末年始等の
休日において、正規の勤
務時間中に勤務することを
命じられた職員に支給
（支給額）
勤務した全時間に対し、勤
務１時間当たりの給与額の
135/100の割合を乗じた額
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５　特別職の報酬等の状況（平成31年４月１日現在）

円 （ ）円

円 （ ）円

円

円

円

月分

（算定方式） 　（1期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×支給率(53.6/100) 33,960,960円 原則として任期毎。本人の申出により通算も可。

給料月額×在職月数×支給率(45.4/100) 22,445,760円 原則として任期毎。本人の申出により通算も可。

　　　(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                          

　　 　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）務めた場合における

 　           退職手当の見込額です。  

　　　　　 ３　知事、副知事については、平成29年４月１日から令和３年３月31日までの間、それぞれ給料の15％、10％の減額措置

 　           を行っています。

６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

人）

人）

区 分 給　　　　　　　　料　　　　　　　　月　　　　　　　　額　　　　　　　　等

給
料

知 事 1,122,000 1,320,000

副 知 事 927,000 1,030,000

議
員
報
酬

議 長 1,010,000

副 議 長 900,000

議 員 830,000

　　（平成30年度支給割合） 3.30 月分
副 知 事

議 長

副 議 長 　　（平成30年度支給割合） 3.30

議 員

退
職
手
当

知 事

副 知 事

備　　　　　考

期
末
手
当

知 事

　　　　　　　　　　区　分

　部　　門

職　員　数 対前年度
増  減 数

主な増減理由
平成31年 平成30年

1,197 △ 51
災害復旧工事の進捗等に伴う減、給与支出科目の変更（特別
会計へ）等

5,692 5,775 △ 83

16,202 △ 206 児童生徒数の減少に伴う減

（参考：人口10万当たり職員数 1,350

H30全国植樹祭の終了等に伴う減

12

小計

3,986 3,990 △ 4

（参考：人口10万当たり職員数 299

一
般
行
政
部
門

議　会

総務・企画

1,146

25,674 25,967 △ 293

15,996

1,504 1,532 △ 28

275 263
福島新エネ社会構想推進、ハイテクプラザ南相馬技術支援セ
ンター設置等に伴う増

743 756 △ 13 除染の進捗等に伴う減

111 110 1

237 241 △ 4

553 556 △ 3

38 36 2

1,085 1,084 1

農林水産

土　木

商　工

計

税　務

民　生

衛　生

労　働

普
通
会
計
部
門

教育部門

警察部門

(各年度４月１日現在）
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人）

（２）年齢別職員構成の状況（平成31年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（３）職員数の推移

（ △ 1.2 ％）

（ △ 6.5 ％）

（ △ 1.6 ％）

（ △ 4.7 ％）

（ 13.9 ％）

（ △ 4.4 ％）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

小計

病　院

下水道

その他

公
営
企
業
等

会
計
部
門

493 456 37

（参考：人口10万当たり職員数
合計

26,167 26,423 △ 256

〔28,582〕 〔△ 19〕

2,062 2,358

（注）　1　職員数は一般職に属する職員数です。

　  2　〔　　　〕内は、条例定数の合計です。

3,205 3,589 3,855 3,782 632 26,167

55歳 59歳 以上

計～

職員数
147 922 1,872 1,961 1,782

23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳

60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

44歳 48歳 52歳

1,376

24歳 28歳 36歳 40歳

359 361 △ 2

25 26 △ 1

109

〔28,601 〕

69 40 給与支出科目の変更（普通会計から）等

区　分

20歳

未満

20歳 56歳32歳

　　　　　　　年度

　部門別
26年 27年 28年 29年 30年 31年

過去５年間の増減数
（率）

15,999

一般行政 5,759 5,767 5,782 5,737 5,775

4,058 3,986 3,990

5,689

教　育 17,118 16,950 16,834 16,527 16,202

警　察 4,051

493

普通会計計 26,928 26,780 26,674 26,250 25,967

4,063

公営企業等会計計 433 450 445 466 456 60

△ 1,194

25,674

3,986

総合計 27,361 27,230 27,119 26,716 26,423

（単位：人・％）

26,167

△ 70

△ 1,119

△ 65

△ 1,254

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2
0
歳
未
満

2
0
～
2
3
歳

2
4
～
2
7
歳

2
8
～
3
1
歳

3
2
～
3
5
歳

3
6
～
3
9
歳

4
0
～
4
3
歳

4
4
～
4
7
歳

4
8
～
5
1
歳

5
2
～
5
5
歳

5
6
～
5
9
歳

6
0
歳
以
上

構成比

５年前の構成比

%
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７　公営企業職員の状況

（１）工業用水道事業（企業局）

①　職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費7,260千円を含みません。

　　　　　　　

（注）1　職員手当には退職給与金を含みません。

      2　職員数は、平成31年３月31日現在の人数です。

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成31年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　１　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

　　　　２　全国平均とは、工業用水道事業における全国平均値です。

③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円 千円　

千円　

（平成30年度支給割合） （平成30年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（1.4） 月分 （0.9） 月分 （1.4） 月分 （0.9） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　・役職加算　　　5 ～ 20% 　　・役職加算　　　5 ～ 20%

　　・管理職加算　　15 ～ 25% 　　・管理職加算　　15 ～ 25%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

区　分
総費用

純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

平成29年度の総費用に
占める職員給与費比率Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ　

平成30
年度

千円 千円 千円 ％ ％ 

2,612,677 3,101 242,305 9.3 9.8

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり給与費 （参考）都道府県平均

Ａ　 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 一人当たり給与費

平成30
年度

人 千円 千円 千円 千円 

31

千円 千円 

区　分

130,469 20,794 53,260 204,523 6,598

B／A　

6,560

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

工業用水道事業 48.5 356,078 549,793

全 国 平 均 43.5 351,274 545,287

工業用水道事業（福島県） 普通会計（福島県）

１人当たり平均支給額（平成30年度） １人当たり平均支給額（平成30年度）

1,718 1,791

※工業用水道事業全国平均　　　　　　　 1,613

2.55 1.85 2.55 1.85
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イ　退職手当（平成31年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

　勤続20年 月分 月分 　勤続20年 月分 月分

　勤続25年 月分 月分 　勤続25年 月分 月分

　勤続35年 月分 月分 　勤続35年 月分 月分

　最高限度額 月分 月分 　最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置(　２%～ 20%加算)

1人当たり平均支給額　　　　 － 千円 － 千円 1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

※工業用水道事業全国平均　　　　　　　　　　 千円

（注）平成30年度における退職者はいません。

ウ　地域手当（平成31年４月１日現在）

－ 千円

－ 円

％ 人 ％

（注）平成30年度における支給実績はありません。

エ　特殊勤務手当（平成31年４月１日現在）

千円

円

％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

33.27075

工業用水道事業（福島県） 普通会計（福島県）

－ 47.709 47.709

－ － 19.6695 24.586875

－ － 28.0395

3,721 22,469

7,867

支給実績（平成30年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算）

－ － 39.7575 47.709

－

支給対象地域等 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

県内全市町村 0 31 0

支給総額（平成30年度決算） 41

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 3,154

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 41.9

手当の種類（手当数） 4

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

危険現場作業手当 出先機関職員
高所、トンネル内、道路上等
の危険な現場において行う作
業に従事した場合

日額240円～450円

災害応急作業等手当 出先機関職員
重大な災害が発生した箇所に
おいて行う巡回監視、応急作
業等に従事した場合

日額480円～730円

用地交渉等手当 出先機関職員
現場において事業に必要な
土地の取得等に係る交渉等
に従事した場合

日額650円
正規の勤務時間外50/100加算

支給実績（平成30年度決算） 5,927

職員1人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 258

支給実績（平成29年度決算） 6,604

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 254

東日本大震災に係る災害
応急作業等手当

本局職員、出先機関職員
東日本大震災に対処するた
めの作業に従事した場合

日額660円～40,000円
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カ　その他の手当（平成31年４月１日現在）

円

円

円

円

円

（注） 支給実績のある手当のみ記載しています。

（２）地域開発事業（企業局）

①　職員給与費の状況

   ア　決算

　（参考）

（注）　平成30年度は資本勘定支弁職員がおりません。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。

       ２　職員数は、平成31年３月31日現在の人数です。

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成31年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）1　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

　　  ２　地域開発事業は、公営企業会計区分上宅地造成事業に区分されており、全国平均とは、宅地造成事業における全国平均

　　　  値です。

一般行政
職の制度と

の異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績
（平成30年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額

（平成30年度決算）
手　当　名 内容及び支給単価

千円 351,867

扶養手当 （一般行政職に同じ） 同じ － 1,993 千円

同じ － 4,015 千円

132,833

住居手当 〃 同じ － 2,111

174,559

管理職手当 〃 同じ － 6,985 千円 873,089

通勤手当 〃

休日給 〃 同じ － 21 千円 20,736

区　分
総費用

純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

平成29年度の総費用に
占める職員給与費比率Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ　

平成30
年度

千円 千円 千円 ％ ％ 

675,140 1,300,394 61,825 9.2 8.2

区　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり給与費 （参考）都道府県平均

Ａ　 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ B／A　 一人当たり給与費

平成30
年度

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

8 32,921 7,555 14,083 54,559 6,820 7,212

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

地域開発事業 48.6 356,469 568,323

全 国 平 均 44.1 381,015 598,840
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③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円 千円

千円

（平成30年度支給割合） （平成30年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（1.4） 月分 （0.9） 月分 （1.4） 月分 （0.9） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　・役職加算　　５ ～ 20% 　　・役職加算　　５ ～ 20%

　　・管理職加算　　15 ～ 25% 　　・管理職加算　　15 ～ 25%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成31年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

　勤続20年 月分 月分 　勤続20年 月分 月分

　勤続25年 月分 月分 　勤続25年 月分 月分

　勤続35年 月分 月分 　勤続35年 月分 月分

　最高限度額 月分 月分 　最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

－ 　定年前早期退職特例措置(　２%～　20%加算)

１人当たり平均支給額　　　　 － 千円 － 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

※宅地造成事業全国平均　　　　　　　　　　 千円

（注）平成30年度における退職者はいません。

ウ　地域手当（平成31年４月１日現在）

－ 千円

－ 円

％ 人 ％

（注）平成30年度における支給実績はありません。

エ　特殊勤務手当（平成31年４月１日現在）

千円

円

％

（注）平成30年度における支給実績はありません。

地域開発事業（福島県） 普通会計（福島県）

１人当たり平均支給額（平成30年度） １人当たり平均支給額（平成30年度）

1,760 1,791

※宅地造成事業全国平均　　　　　　　 1,747

2.55 1.85 2.55 1.85

地域開発事業（福島県） 普通会計（福島県）

－ － 19.6695 24.586875

－ － 28.0395 33.27075

－ － 39.7575 47.709

－ － 47.709 47.709

3,721 22,469

11,431

支給実績（平成30年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算）

支給対象地域等 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

県内全市町村 0 8 0

支給総額（平成30年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 0

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 0.0

手当の種類（手当数） 0
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（平成31年４月１日現在）

円

円

円

円

（注） 支給実績のある手当のみ記載しています。

（３）病院事業（病院局）

①　職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。

       ２　職員数は、平成31年３月31日現在の人数です。

②　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成31年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

支給実績（平成30年度決算） 1,739

職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 348

支給実績（平成29年度決算） 3,315

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 553

一般行政
職の制度と

の異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績
（平成30年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成30年度決算）
手　当　名 内容及び支給単価

扶養手当 （一般行政職に同じ） 同じ － 1,300

住居手当 〃 同じ － 890 千円

同じ － 1,202 千円

千円 324,875

296,800

200,363

管理職手当 〃 同じ － 2,424 千円 807,948

通勤手当 〃

区　分
総費用

純損益又は
実質収支

職員給与費
総費用に占める
職員給与費比率

平成29年度の総費用に
占める職員給与費比率Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ　

平成30
年度

千円 千円 千円 ％ 

　　計　　Ｂ

％ 

6,907,457 △ 47,108 3,665,775 53.1 53.7

千円 

区　分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり給与費 （参考）都道府県平均

Ａ　 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

7,471

B／A　 一人当たり給与費

平成30
年度

人 千円 千円 千円 千円 千円 

福
島
県

医師 41.0 535,679 1,502,089

366 1,547,953 579,872 606,646 2,734,471

事務職員 44.0 369,637 634,227

572,109

7,618

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

308,802 502,402

43.3 349,678 567,433

看護師

事務職員

45.2 338,103 554,329

全
国

医師 45.1 1,457,277

看護師 39.1
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③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円 千円　

千円　

（平成30年度支給割合） （平成30年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（1.4） 月分 （0.9） 月分 （1.4） 月分 （0.9） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　・役職加算　　　５～ 20% 　　・役職加算　　　５ ～ 20%

　　・管理職加算　　15 ～ 25% 　　・管理職加算　　15 ～ 25%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成31年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

　勤続20年 月分 月分 　勤続20年 月分 月分

　勤続25年 月分 月分 　勤続25年 月分 月分

　勤続35年 月分 月分 　勤続35年 月分 月分

　最高限度額 月分 月分 　最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置(　２%～ 20%加算) 　定年前早期退職特例措置(　２%～ 20%加算)

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

※病院事業全国平均　　　　　　　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（平成31年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成31年４月１日現在）

千円

円

％

病院事業（福島県） 普通会計（福島県）

１人当たり平均支給額（平成30年度） １人当たり平均支給額（平成30年度）

1,658 1,791

※病院事業全国平均　　　　　　　 1,594

2.55 1.85 2.55 1.85

病院事業（福島県） 普通会計（福島県）

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

1,608 19,768 3,721 22,469

5,703

支給実績（平成30年度決算） 23,953

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 921,269

支給対象地域等 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

医師・歯科医師 16 26 －

上記以外 0 340 0

支給総額（平成30年度決算） 90,480

支給職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 325,467

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成30年度） 75.9

手当の種類（手当数） 10

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

航空業務手当
右記業務に従事した医師又は
看護師

航空機に搭乗して行う患者搬
送等に従事した場合

１時間1,900円

死体処理手当
右記業務に従事した医師又は
看護師

死体処理作業又は解剖補助
作業に従事した場合

日額1,100円等
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（平成31年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（注） 支給実績のある手当のみ記載しています。

感染症防疫等作業手当
県立病院に勤務する医師、看
護職員等

感染症病棟又は病室内にお
いて患者の診療、看護等業務
に従事した場合

日額290円

有害物等取扱手当 県立病院に勤務する職員
著しく健康を害するおそれが
ある有害薬物調剤業務等に
従事した場合

日額290円～390円

放射線取扱手当 診療放射線技師等
エックス線その他放射線を人
体に照射する作業等に従事し
た場合

日額240円等

特殊環境内作業手当
勤務環境が劣悪な作業場にお
ける業務に従事するボイラー技
士等

高温多湿、騒音又は悪臭等
により勤務環境が劣悪な作業
場等において、一定時間以上
の作業に従事した場合

日額250円～290円

保健福祉等特殊業務手当 県立病院に勤務する職員

精神保健及び精神障害福祉
に関する法律の規定により、
精神障がい者に直接接して行
う診察立会又は移送業務に従
事した場合

日額340円

夜間等特殊業務手当 県立病院に勤務する職員
深夜に行われる看護の業務
に従事した場合

１回1,240円～7,300円

病院等特殊業務手当 県立病院に勤務する職員
病院医療職給料表（一）の適
用を受ける職員が専ら患者の
診療に従事した場合

月額61,000円～160,000円

災害応急作業等手当 病院事業職員
東日本大震災に対処するた
め一定の区域内で行われる
作業に従事した場合

日額660円～40,000円

支給実績（平成30年度決算） 176,032

職員１人当たり平均支給年額（平成30年度決算） 481

支給実績（平成29年度決算） 122,702

職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 315

一般行政
職の制度と

の異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績
（平成30年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成30年度決算）
手　当　名 内容及び支給単価

扶養手当 （一般行政職に同じ） 同じ － 39,639 千円 235,946

住居手当 〃 同じ － 25,167 千円 296,082

千円 422,800

通勤手当 〃 同じ － 60,052 千円

同じ － 19,034 千円

215,240

単身赴任手当 〃 同じ － 2,114

614,000

特地勤務手当等 〃 同じ － 13,844 千円 321,953

管理職手当 〃

千円 166,508

宿日直手当 〃 同じ － 32,447 千円

同じ － 50,390 千円

1,410,739

夜勤手当 〃 同じ － 28,140

462,293

寒冷地手当 〃 同じ － 10,999 千円 66,660

休日給 〃

初任給調整手当 〃 同じ － 119,386 千円 2,340,901
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